
お寄せいただいた意見や要望について 

意
見
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望
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私は非課税者だが、給付金を２回とも受け取れなかった。 

市
か
ら
の
回
答 

 
この度は、貴重なご意見をお寄せいただき、誠にありがとうございます。 

 近年、住民税均等割非課税世帯もしくは住民税均等割のみ課税世帯に対し、給付

金の支給行っていますが、いずれの給付金も世帯員のどなたかが住民税所得割を課

税されている場合は対象外となります。 

 課税状況については個人情報となりますので、本回答にて詳細をお調べし、回答

することはできませんので、課税状況をお調べになりたい場合には、大変恐れ入り

ますがお近くの市役所庁舎に来庁いただき、窓口にて課税状況のご確認をお願いい

たします。 

 なお、各担当窓口は下記の通りとなります。 

 

 東庁舎→東市民生活課 

 大間々庁舎→大間々市民生活課 

 笠懸庁舎→税務課 

 

 また、現在令和6年度住民税均等割非課税世帯に対して令和7年3月21日を申請期限

として3万円の支給を行っておりますが、こちらも同様に世帯員全員が住民税均等割

非課税の世帯が対象となります（世帯員全員が住民税課税者からの扶養を受けてい

る場合については対象外）。 

 世帯員のどなたかが住民税均等割課税である場合には対象外となりますのでご承

知おきください。 


